
再 評 価 書

事 業 名 一般国道３６８号仁柿峠バイパス 事業区分 道路事業 室 名
道路整備室

(松阪建設事務所)

工 期 H2 年度～H32 年度 全体事業費 9,000 百万円（負担率：国 5.5、県 4.5）
事業概要

(下段：前回) H2 年度～H28 年度 (下段：前回) 9,000 百万円（負担率：国 5.5、県 4.5）

事 業 目 的 及 び 内 容

■当該路線の状況

一般国道３６８号は、伊賀市を起点として、奈良県内を通過し、多気郡多気町に至る延長約７４㎞の

幹線道路です。

当該路線は、伊賀地域と中勢地域の中山間部を最短距離で結ぶ道路であり、大規模な災害の発生時に、

避難・救助、物資の供給、諸施設の復旧等の広範な応急活動に利用される『緊急輸送道路』に指定され

ています。

しかし、津市と松阪市の市境付近の松阪市飯南町峠から上仁柿の区間は、急峻な山間部にあるため、

道幅が狭く、急カーブ・急勾配が連続し、普通車でも対向困難な未改良区間となっています。

また、大型車が通行不能であるとともに、降雨時には時間雨量３５㎜、連続雨量８０㎜に達した段階

で通行を規制する区間になっています。

■事業目的

事前通行規制を解消し、安全で円滑な交通の確保を図るとともに、緊急輸送道路としての機能強化を

図ります。

■事業内容

・事業計画期間 ３１年間（平成２年度～平成３２年度）

・全体 事業費 ９，０００百万円（工事費：８，６５０百万円、用地費：３５０百万円）

・計 画 延 長 Ｌ＝３，９２０ｍ （起点）松阪市飯南町峠～（終点）松阪市飯南町上仁柿

・幅 員 W＝５．５（７．０）ｍ

・主要 構造物 トンネル工 １本 橋梁 ７橋

事 業 主 体 の 再 評 価 結 果

１ 再評価を行った理由

平成１７年度に再評価を実施後、一定期間（５年）が経過し、事業継続中であるため、三重県公共事

業再評価実施要綱第 2 条（３）に基づき再評価を行いました。

２ 事業の進捗状況と今後の見込み

２－１事業の進捗状況

①平成２１年度末の事業進捗率は、４９％（工事４８％、用地７４％）となっています。

②これまでに、橋梁３橋を含む、起点側４００ｍ、終点側１，３６０ｍが完成し、このうち終点側の

３８０ｍを供用しています。

③地質調査の結果、脆弱な地層が存在したことから、施工中の安全対策を十分に施しながらの工事と

なり、工事に時間を要するため、完了予定年度を平成３２年度としました。

２－２今後の見込み

平成３２年度の全線供用に向け事業を推進します。

３ 事業を巡る社会経済状況等の変化

当該路線は、伊賀地域と中勢地域を最短で結ぶ道路であり、緊急輸送道路の指定を受けていることな

どから、当該事業の必要性に変化はありません。



４ 事業採択時の費用対効果分析の要因の変化、地元の意向の変化等

４－１費用対効果分析

○事業区間全体の費用対効果分析の結果は、

走行時間短縮便益 １０１億円

走行経費減少便益 １４億円

交通事故減少便益 ２億円

総便益 １１７億円

総費用 ９２億円

費用便益比は「１．３」となります。

○通行車両１台・１㎞当りの換算コスト １２６円／台・㎞

４－２その他の効果

○地場産業への支援

津市美杉町から松阪市木の郷町の木材コンビナートに木材が搬送されています。しかし、当

事業区間の現道において、大型車が通行不能であるため、大きな木材については、大幅な迂回

をして搬送しています。当バイパスを利用しての搬送が可能になると、走行距離と走行時間が

短縮されるため、地場林業への支援につながります。

○緊急輸送道路の機能強化

当バイパスを整備すると、走行時間が短縮されるとともに、大型車の通行不能区間が解消さ

れるため、災害発生時における応急活動を円滑に行うことが可能となり、緊急輸送道路として

の機能強化が図れます。

４－３地元の意向

当該路線が通過する６市町村（三重県伊賀市・名張市・津市・松阪市・多気町・奈良県御杖村）によ

り「国道３６８号改修期成同盟会」が設立されており、地域間の物流及び交流促進のため、早期完成を

強く要望されています。

５ コスト縮減の可能性や代替案立案の可能性

５－１コスト縮減

橋梁整備において、耐候性鋼材の使用による維持管理コストの縮減を図っています。

また、切土法面の法尻部分にコンクリート吹付を施工し、除草に要する維持管理コストの縮減を図っ

ています。

５－２代替案

事業の進捗状況及び費用対効果分析結果から、代替案はありません。

再 評 価 の 経 緯

当事業は、平成２年度に事業着手し、これまでに平成１７年度に再評価を実施しています。

平成１７年度の再評価においては、事業の妥当性が認められたことから事業継続を了承されています。

ただし、次の点について意見をいただいています。

①今後、全体計画の工事内容について変更があった場合は、その経過について詳細に説明するべきで

ある。

②道路整備は多様な目的を持っているものと考えられる。したがって、今後は、道路整備の目的を主

たる目的と副たる目的に分けるとともに、効果についても定量的と定性的に分けてわかりやすく説

明されたい。

③費用便益比については、単に計算結果表のみを添付するのではなく、その見方及び考え方を箇条書

きするなどわかりやすい説明に努めるとともに、日当たり交通量及び事業費を交通車両１台当たり

に換算したコストを明確にされたい。

④コスト縮減については、いつの事業実施時点に比べてどのような取り組みを行い、いくら縮減した

のか、について説明されたい。

⑤盛土の耐震性については、設計上の考え方を検討のうえ整理されたい。

⑥橋梁の耐久性向上に向けて取り組まれたい。

事 業 主 体 の 対 応 方 針

三重県公共事業再評価実施要綱第３条の視点を踏まえて再評価を行った結果、同要綱第５条１項に該

当すると判断されるため当事業を継続したいと考えています。


